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 定款⼀部変更、資本⾦の額の減少（減資）及び剰余⾦の処分に関するお知らせ 

  当社は、本⽇開催の臨時取締役会において、以下のとおり「定款⼀部変更の件」及び「資本⾦ 
 の額の減少（減資）及び剰余⾦の処分の件」を2025年３⽉27⽇開催予定の第11期定時株主総会に 
 付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 記 
 Ⅰ．定款⼀部変更の件 
 １．変更の理由 
  当社事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現⾏定款第２条（⽬的）に事業⽬ 
 的を追加するものです。 

 ２．変更の内容 
  変更の内容は、次のとおりであります。 

 （下線部分は、変更箇所を⽰しております。） 

 現⾏定款  変更案 

 第２条（⽬的） 
  当会社は、次の事業を営むことを⽬的とす 
 る。 
 １〜６（条⽂省略） 

 （新設） 

 （新設） 

 （新設） 

 （新設） 

 （新設） 
 （新設） 

 ７   労働者派遣法に基づく労働者派遣事業 
 ８   職業安定法に基づく有料職業紹介事業 

 （新設） 

 第２条（⽬的） 
  当会社は、次の事業を営むことを⽬的とす 
 る。 
 １〜６（現⾏どおり） 
 ７ ビジネスプロセスアウトソーシング及び 

 ビジネスプロセスサポートに関する業務 
 ８ コンタクトセンター及びコンタクトセン 

 ターシステムに関する業務 
 ９ デジタルマーケティング、インターネッ 

 ト広告、ソーシャルメディア及びＷＥＢ 
 サイト構築・運⽤並びにその他の広告宣 
 伝、マーケティング及びリサーチに関す 
 る業務 

 10 データエントリー、電⼦決済、電⼦認証 
 及びその他の情報処理に関する業務 

 11 営業活動の代⾏業務及び⽀援業務 
 12 医薬品、医薬部外品、医療機器及び化粧 

 品等の製造、販売、輸出⼊、代理業及び 
 取次業 

 13   労働者派遣法に基づく労働者派遣事業 
 14   職業安定法に基づく有料職業紹介事業 
 15 旅⾏業法に基づく旅⾏業 



 （新設） 
 （新設） 
 （新設） 

 （新設） 
 ９   損害保険代理店業務 
 10   前各号に附帯し、または関連する⼀切の 

 業務 

 16 電気通信事業法に基づく電気通信事業 
 17 古物営業法に基づく古物売買業 
 18 資⾦移動業及び前払式⽀払⼿段の発⾏業 

 務 
 19 ⾦融商品取引業及び⾦融商品仲介業 
 20   損害保険代理店業務 
 21   前各号に附帯し、または関連する⼀切の 

 業務 

 ３．定款変更の⽇程 
  定款変更のための定時株主総会開催⽇  2025年３⽉27⽇（予定） 
  定款変更の効⼒発⽣⽇  2025年３⽉27⽇（予定） 

 Ⅱ．資本⾦の額の減少（減資）及び剰余⾦の処分の件 
 １．減資及び剰余⾦の処分の⽬的 
  ⽋損填補及び今後の資本政策の機動性を確保することを⽬的として、会社法第４４７条第１項 
 及び会社法第４５２条の規定に基づき、資本⾦の額の減少及びその他資本剰余⾦の処分を⾏うも 
 のであります。これにより、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性と機動 
 性の確保に努めてまいります。 
  なお、本件は、発⾏済株式総数は変更せず、資本⾦の額のみ減少いたしますので、株主の皆様 
 のご所有株式数に影響を与えるものではございません。また、当社の純資産額にも変更はありま 
 せんので、１株あたり純資産額に変更が⽣じるものではございません。 

 ２．資本⾦の額の減少の内容 
 （１）減少する資本⾦の額 
  2025年１⽉31⽇現在の資本⾦額59,240,900円を49,240,900円減少して、10,000,000円といたし 
 ます。 
  なお、当社が発⾏している新株予約権が、減資の効⼒発⽣⽇までに⾏使された場合、資本⾦の 
 額及び減少後の資本⾦の額が変動いたします。 
 （２）資本⾦の額の減少の⽅法 
  払戻を⾏わない無償減資とし、発⾏済株式総数の変更は⾏わず、減少する資本⾦の額をその他 
 資本剰余⾦に振り替えます。 
 （３）資本⾦の額の減少が効⼒を⽣ずる⽇ 
  2025年５⽉２⽇（予定） 

 ３．剰余⾦の処分の内容 
  会社法第452条の規定に基づき、上記の資本⾦の額の減少の効⼒発⽣を条件として、以下のとお 
 り、その他資本剰余⾦を繰越利益剰余⾦に振り替えることで、⽋損填補に充当いたします。 

 （１）減少する剰余⾦の項⽬及びその額 
  その他資本剰余⾦  202,787,976円 
 （２）増加する剰余⾦の項⽬及びその額 
  繰越利益剰余⾦  202,787,976円 
   
 ４．今後の⽇程 
  債権者異議申述公告⽇  2025年３⽉31⽇  （予定） 
  債権者異議申述最終期⽇  2025年５⽉１⽇  （予定） 
  効⼒発⽣⽇  2025年５⽉２⽇  （予定） 

 以 上 


